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               鳥取県土木工事共通仕様書のうちレデーミクストコンクリート
               の使用に係る取扱いについて（通知）

  平成２年３月２９日付発管第２４４号で通知したこのことについて、下
記のとおり一部内容を変更しますので全員にお知らせください。

                                   記

１《要領１》（２）、《要領２》（１）、《要領３》（１）において
  （旧）セメント試験成績表（本書）を提出する。
  （新）セメント試験成績表（本書）を提出するか、又はレデーミクス
      トコンクリート審査事項（平成元年１２月１日改正）に定めるセ
      メント受入検査方法による資料あるいはこれに準ずる資料を提出
      することとする。
        （別紙資料参考）


